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都道府県単位化
から5年が経過 国保改善をどう進めるか

II口ー艦食＂からの
法 IJ入れの分●

一
I 

決算補填等以外の目的

●保険料の濱免額に充てるため

●紡拉le!Qの波及増禰填等

●保．．纂賣に充てるため

TLL営診讀施設に充てるため

●墓金積立

●返済金

●その憎
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01
8年
度
に
、
国
民
健
康
保
険

a震
）
制
度
の
云
溢
裔
県
単
位
化
」
が
行
わ
れ
て
、

5
年
が
た
ち
ま
し
た
。
都
道
府
県
単
位
化
で
、
そ
れ
ま
で
は
市
町
村
が
担
っ
て
い
た
国
保
の
運

営
に
都
道
府
県
が
加
わ
り
、
保
険
料
算
定
の
仕
組
み
が
大
き
く
変
わ
り
ま
し
た
。
そ
の
下
で
、

各
地
で
民
主
商
H
会

（民
商
）
が
取
り
組
ん
で
い
る
国
保
改
善
の
運
動
に
も
影
響
が
出
て
い
ま

す
。
今
後
、

ど
の
よ
う
に
運
動
を
進
め
た
ら
い
い
の
か
。
国
保
制
度
に
詳
し
い
神
奈
川
自
治
労

違
の
神
田
敏
史
執
行
委
員
長
に
Q
&
A方
式
で
解
説
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

9府
黒
攣
位
化
で

i定
の
仕
組
み
は

O
Ileの
よ
う
に
妻
わ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
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金
の
総
堕
を
賄
う
た
め
た
納
付
金
額
か
ら
、
繰
り
入
れ

の
金
額
か
ら
公
賣
を
差
し
引
い
る
公
賣

（法
定
外
繰
り
入
れ
な

た
額
を
、
市
町
村
に
求
め
る
納
ど
）
分
を
差
し
引
き
、
残
り
の

付
金
の
総
額
と
し
て
決
め
ま
額
を
保
険
料
の
賦
課
総
額

（加

へ

す
。次
に
、
各
市
町
村
の
医
讀
賣

入
者
に
求
め
る
保
険
料
の
総

ま
ず
都
道
府
県
が
、
そ
の
都
な
ど
を
勘
案
し
、
一納

付
金
総
額
額
）
と
し
て
決
め
、
加
入
者
に

ー

「不
公
平
な
税
制
を
た
だ
す

得

雙

在

の

役

緊

宮

蝙
薔
を
、
各
市
町
村
に
割

2
要
品
割
り
慨
る
保
険
料
寧
を
決
め
る
＋
会
」
は
6
月
囚
吐
、
定
時
総
会

に
必
要
な
額

（各
市
町
村
へ
の
す
。

市
町
村
は
、
割
り
振
ら
れ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
を
開
き
ま
し
た
i

,

f

．
湖
東
京
至
・
共
同
代
表

（税

理
）
が
開
会
あ
い
さ
つ。

「イ

一

ン
ボ
イ
ス
制
度
が
多
く
の
事
業

者
を
苦
し
め
る
こ
と
を、

国
民

,

I!
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麟

響

村

が

行

い

、

保

険

料

率

を

計

算

た

だ

、

国

が

行

お

う

と

し

て

見

て

お

く
必
票
が
あ
り
ま
す
。

で
は
、
「
高
遇
ぎ
る
保
険
料
・
税
」
を

引
き
下
げ
る
た
め
に
、
ど
の
よ
う
に

●
き
掛
け
て
い
け
ば
い
い
で
す
か

.

市
町
村
に
は
、
国
保
法
に
墓
づ
き
、

保
険
料
引
き
下
げ
を
求
め
る

lliifミ合手

iUUl:i 忙註旺図五
国し免に 1

息 ~ii 目 ~i,
に迫 れ iこ市は患る

胃算胄

□ 喜［間fi印•由刷 ■躙由
陪山翡 謬 が日ii開 Ii託ま‘請

； 寧i蓉h『1111墾竺菜匹iiH! 壺言
下は

ら でる‘

駈畠羹畠罪i~,贔眉
; !Htniす'UhUる HU!U
叫叫出i直；上加呵岬町〗目員屡, ~n呻臼1~1~;, du 1・H! 胃11!1芋'h

11匹愈！圃隠遺
叩叫暉'I『貰量斃奈叫帽＂紅I;@~籟niこな叫甲訓！川叫紬

四

神
奈
川
自

治

労

運

執

行

委

員

長

袖

t
m
m
鰤
5
山
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さ
ん

交付金

国. • ... 
保籟瓢保隕範付賣
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国
保
法
は
市
町
村
が
賦
課
決
定
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イ
セ
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ス
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廃
止
に 9
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な
税
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を
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会
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総
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